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事 後 評 価 書

事 業 名 県営住宅北口団地建替事業 事 業 区 分 公営住宅整備事業 室名 住宅室

（ 、 ）工 期 平成 年～平成 年 ３８０百万円 負担率：国１／２ 県１／２11 12
事業概要 ( 下 段 全体事業費

（ 、 ）当初) 平成 年～平成 年 (下段当初) ３８０百万円 負担率：国１／２ 県１／２11 12

○事業目的

県営住宅北口団地は、事業実施時点で以下のような状況であった。

①耐震診断の結果、耐震性能が劣っていたため、耐震対策が必要であった。
②経年劣化により設備等の更新が必要であるとともに、健康で文化的な生活を営む

に足りる住戸面積（最低居住水準）を確保できていない住戸があったため、住環
境を向上させる必要があった。

③老朽化により、周辺環境にも悪影響を与えていたため、地域景観への配慮が必要
であった。

、 、以上のような状況から 入居者の生命と財産の保護及び住環境の改善と向上を図り
地域景観の改善にも寄与することを目的に建替事業を実施した。

また、建て替えを行うことにより、引き続き県営住宅を供給することができること
から 「低額所得者に対して低廉な家賃で賃貸することにより県民の生活の安定と社、
会福祉の増進に寄与する」という県営住宅本来の目的も果たしている。

事業目的及び内容
○事業内容

老朽化した既存県営住宅の建て替え

＜従前の住宅＞
建設年度：昭和３９年度
構 造：鉄筋コンクリート造
階 数：５階建て（１階は、閉鎖中の民間店舗）
延べ面積：３，３２３．１５㎡
管理戸数：３６戸
入居状況：３６戸中、１８戸入居
耐震性能：耐震診断の結果、耐震性能不足と判定

＜建替後の住宅＞
建設年度：平成１１年度
構 造：鉄筋コンクリート造
階 数：４階建て
延べ面積：１，７００．２１㎡
供給戸数：２４戸
入居状況：戻り入居１４戸、新規入居１０戸

※新規入居の募集倍率は、９．４倍
※平成１６年１１月１日現在、空き家なし

１・事業の効果

○福祉的効果

・住宅困窮者世帯への対応（需要の検証）
従前入居者１８世帯中１４世帯が戻り入居し、低額所得者（収入分位２５％以下）世帯を対象に１０

戸を新規募集したところ、９４世帯の申し込みがあった。
※募集倍率＝９．４倍

・高齢社会への対応
床の段差解消、手すりの設置（玄関、浴室、便所 、レバーハンドル水栓、ドア取手のレバーハンド）

ル化等のバリアフリー仕様を全住戸に施し、高齢社会対応住宅とした。
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○安全確保

・共同施設等
、 。住棟へのアプローチにスロープを設置するなど 高齢者等の安全確保のためバリアフリー化を図った

建物北側（玄関側）及び南側（バルコニー側）に避難経路を確保し、２方向の避難を可能とした。

・防犯性、防火性の向上
外灯を設置し、開放型片廊下形式にすることにより、不審者の発見を容易にし、防犯性が向上した。
耐火建築物とし防火性能を向上した。

○地域波及効果

・コミュニティの活性化
敷地が狭いこと及び供給戸数が２４戸と少なく費用対効果が期待できないことから、駐車場以外の共

同施設（集会場や児童遊園など）は設けていないため、地域のコミュニティー形成に効果をもたらすこ
とは特になし。

・人口の定住化
現在、入居者２４世帯５７人が定住している。
（従前の入居者は１８世帯３６人が居住していた ）。

・地域産業の振興
当工事にあたっては、地元建設業者が受注し、地域の関連業者が携わったことにより、地域産業の振

興につながった 。。

○政策誘導効果

・バリフリー化の推進
民間賃貸住宅市場では供給されない身障者（車椅子使用者）対応住戸を１戸供給するとともに、他は

すべて高齢者に対応したバリアフリー仕様の住戸としたことにより、バリアフリー化の先導的役割を果
たせた。

・最低居住水準の確保
世帯数に応じた住戸タイプ（２ＤＫを１戸、２ＬＤＫを９戸、３ＬＤＫを１４戸）を整備し、

最低５６．２４㎡／戸、最大７８．２８㎡／戸、平均６８．２０㎡／戸を確保することによって、全て
の世帯が最低居住水準以上となった。
（従前は、１８世帯中２世帯が最低居住水準以下であった ）。

○空家率

・空家戸数／供給戸数（空家戸数：１年以上空家の戸数）
空き家率は０％であり、効果の発現は十分である。

２・事業の環境面への配慮及び事業による環境の変化

・自然環境への影響

特になし。

・生活環境への影響

①従前は駐車場がなかったが、建替に伴い駐車場を整備したことにより、周辺道路への路上駐車が
減少した。

②敷地に面する４ｍ未満の道路を、将来の街路計画に合わせて６ｍに拡幅したことにより、周辺道路
状況が改善した。

③植栽や緑化等により、地域景観が向上した。
④建物デザインなどにより、まちづくりに対して貢献した。
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３・事業を巡る社会経済情勢等の変化

・計画時点からの情勢の変化

事業実施後の周辺の商業施設、交通機能、公共施設などの整備状況、土地利用に変化は特になし。

４・県民の意見

・入居者の満足度

県営住宅ミレニ北口の入居者２４世帯を対象に、現在の住まいに関する満足度や住まいに求めるもの
などについてアンケート調査を行った結果、次のとおりであった （回答数１２世帯、回答率５０％）。

現在の住まいに関する満足度：
総合評価では不満という回答はなく、家賃・部屋数や広さ・日当たり・建物のデザイン・利便性

などについては満足度が高かったものの、遮音性・交流スペースには約半数が不満という回答であ
った。

住まいに求めるもの：
重視するものの上位５項目は、家賃、日当たり、部屋数・広さ、プライバシー、防犯性の順番で

あった。一方、あまり重視しないものの上位３項目は、建物のデザイン、緑化、交流スペースの順
となった。

・市町村等の意見

住まいのセーフティーネットの確保、まちづくりや景観等に対する貢献度に対して評価していただい
ている。

５・今後の課題等

・当該事業の今後の改善措置の必要性及び課題

＜改善措置の必要性＞
、 。入居者の利便性を向上させるために 上下移動のためのエレベーターの設置を検討する必要がある

＜課題＞
①入居者の共益費に負担増が生じることから、入居者の意見を踏まえた対応を考慮していく必要が

ある。
②エレベーターを設置することにより、駐車スペースが減ることとなるので、その代替スペースの

確保を検討する必要がある。


